
社会福祉施設等における事故報告の取扱いに関する基準
（平成16年４月１日制定）
（目的）

第１条　この基準は、社会福祉施設等（以下「施設等」という。）において事故が発生したときの市への報告に係る取扱いを定めることにより、施設等に入所し、又は通所する利用者等（以下「利用者等」という。）に対する事故の再発防止、サービスの質の向上及び利用者等の安全を図り、もって施設運営の適正化を図ることを目的とする。
（対象施設）

第２条　この基準の対象となる施設等は、次に掲げるものとする。

⑴　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５条第１項に規定する身体障害者社会参加支援施設
⑵　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第５条第１項、第18項、第20項及び第21項に規定する障害福祉サービス、施設障害福祉サービス、相談支援、地域移行支援及び地域定着支援を行う事業所又は施設

⑶　法第77条第１項及び第３項に規定する地域生活支援事業を行う事業所

⑷　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援を行う事業所又は施設
（事故発生時の対応）
第３条　施設等は、利用者等の処遇中に事故が発生したときは、速やかに第６条の規定に基づく報告等を行い、当該利用者等の家族等に連絡するとともに、誠意をもって必要な措置を講ずるものとする。

２　施設等は、事故の状況及び当該事故に対して講じた措置について記録するとともに、賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を行うものとする。
（報告の対象となる事故の範囲）

第４条　市に報告すべき事故の範囲は、次に掲げるものとする。

⑴　サービス提供中に利用者が死亡、負傷又は失踪したとき。

⑵　食中毒の発生が認められたとき。
⑶　感染症の発生又はまん延が認められたとき。
⑷　施設等の役職員の法令違反、不祥事等が認められたとき。

⑸　前各号の事故以外の事故により利用者等の家族等から苦情が出ているとき。
⑹　震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりサービス提供中に影響する重大な事故の発生が認められたとき。

⑺　前各号に掲げるもののほか、市長が報告すべき内容と判断したとき。
２　前項第１号及び第３号の場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　サービス提供中　送迎中も含め、サービスを提供している時間帯のすべてが含まれるものとする。ただし、入所施設については、入所から退所までをいう。

⑵　死亡　事故による死亡をいい、病気による死亡は、報告の対象としない。ただし、病気による死亡の場合でも、死因等に疑義があり、利用者等の家族等から苦情が出ているときは、報告しなければならない。

⑶　負傷　医師の保険診療を要したもののうち、念のための受診の結果、加療を要しないものや擦り傷程度の軽微なものを除くものをいう。

⑷　失踪　施設等の利用中に、利用者等の所在が不明となった場合をいう。

⑸　感染症　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第１項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。

（報告手順）

第５条　施設等の長は、前条第１項に規定する事故が発生したときは、直ちに市の担当課に電話連絡を行うとともに、当該事故が発生した日から起算して７日以内に、市の担当課に様式第１号による社会福祉施設等事故報告書（第１報）により報告しなければならない。

２　施設等の長は、事故が発生した日から起算して30日以内に、市の担当課に事故の対応並びに事故の原因及び再発防止のための今後の対応や方針を記入した様式第２号による社会福祉施設等事故報告書（第２報）により報告しなければならない。
　（報告先等）

第６条　高知市内に所在する施設等は、市に報告するとともに、利用者等の支給決定等支援主体の市町村が指示する方法により当該市町村に報告しなければならない。

２　高知市外に所在する施設等は、市が支給決定等支援主体である利用者等について市に報告しなければならない。

３　施設等は、食中毒及び感染症等の発生について、関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うほか、保健所等と連携及び協力して対応しなければならない。

（その他）

第７条　この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

　この基準は、平成16年４月１日から施行する。

附　則

この基準は、平成23年８月18日から施行する。

附　則

この基準は、平成24年５月22日から施行し、平成24年４月１日から適用する。

　　附　則

この基準は、平成25年４月１日から施行する。
附　則

この基準は、平成30年４月１日から施行する。
附　則 
（施行期日） 
１　この基準は、令和７年10月１日から施行する。
（特例） 
２　この基準は、この基準の施行の日前に施行された本則各号に掲げる基準の一部を改正する基準についても適用する。

